
 

委員会の提出意見及び少年院の長が講じた措置等の概要について 

 

 

委員会から提出された意見の総数は３３０件であり，それを受けて少年院の長が講じた措

置などの概要は次のとおりである。 

令和２年度は「保健衛生及び医療に関する意見」，「物品の貸与等及び自弁に関する意見」，

「施設の敷地・建物等に関する意見」及び「矯正教育に関する意見」について特に意見が多

かったことから，意見と講じた措置の例を下記に掲載している。 

 

【各項目に係る意見の件数の５年間の推移】 

 

【意見と講じた措置の例】 

○（意見） 不織布マスクを原因とする肌荒れに悩まされているとの意見が出された。例えば，

布マスクやウレタンマスクの上に不織布マスクを二重に付けることを認めるなど，

柔軟な対応を求めたい。 

 （措置） 不織布マスクを原因とした肌荒れのある在院者に対しては，マスクの着用につい

て個々の状態に応じて柔軟な取扱いをしており，今後も継続していく。 

○（意見） 寒さ対策の一環として，トレーナーの貸与枚数を２枚に増やすことを検討された

い。 

 （措置） 寒さ対策として，トレーナーのほかにハイネック，セーター，フリース等が貸与

されているところ，トレーナーの枚数増加については，必要であれば検討すること

としたい。 

○（意見） 老朽化した施設全体の建て替えについて，早期の実現を求める。 

 （措置） 建て替え時期については，当院のみで決定できるものではないため，引き続き意

見を上級官庁に伝えていきたい。 

〇（意見） 高卒認定試験対策用のタブレット端末について，引き続き有効活用することを求

める。 

 （措置） 引き続き，高等学校卒業程度認定試験に向けて，専用端末として導入されたタブ

レット端末を積極的に活用していく。 

別紙 



【各項目に係る意見の件数等】 

 １ 組織・職員に関する意見   ３４件 

   組織・体制，職員に対する教育研修の充実，職員の勤務姿勢などに関する意見が多く見

られた。 

 

  ※ 意見の主な内容 

１ 組織・体制（勤務配置状況を含む）             １０件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ６件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         ４件 

２ 職員の教育研修に関するもの                 ９件 

措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ９件 

 

  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

 ２ 施設の敷地・建物等に関する意見    ３６件 

   建物の改築，修繕や設備の設置などに関する意見が多く見られた。 

 

  ※ 意見の主な内容 

 設備に関するもの                     ２９件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １１件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの        １３件 

さらに協議・検討が必要なもの               ５件 
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  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

 ３ 少年院視察委員会に関する意見   ２６件 

   委員会活動の充実，在院者が委員会宛てに書面を提出するための環境整備，在院者への

委員会活動の周知などに関する意見が多く見られた。 

 

  ※ 意見の主な内容 

１ 委員の視察，在院者との面接，在院者からの書面に関するもの １２件     

措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １０件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         １件 

さらに協議・検討が必要なもの               １件 

２ 少年院視察委員会全般に関するもの             １０件 

措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ６件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         ３件 

さらに協議・検討が必要なもの               １件 

 

  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 
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４ 在院者の処遇に関する意見   １９件 

  生活指導や余暇活動の充実などに関する意見が多く見られた。 

 

  ※ 意見の主な内容 

    在院者の処遇全般に関するもの               １８件     

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １５件     

     さらに協議・検討が必要なもの               ３件 

 

  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

５ 矯正教育に関する意見   ３６件 

教育内容の充実などに関する意見が多く見られた。 

 

※ 意見の主な内容 

１ 矯正教育の実施に関するもの                １３件     

措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １０件 

さらに協議・検討が必要なもの               ３件 

２ 矯正教育の内容に関するもの                 ９件 

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ７件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         １件 

さらに協議・検討が必要なもの               １件 
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  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

６ 保健衛生及び医療に関する意見   ６９件 

   入浴の機会の増大や医療体制の充実などに関する意見が多く見られた。 

 

  ※ 意見の主な内容 

  １ 保健衛生及び医療全般に関するもの              ２７件     

     措置を講じた（又は講じる予定の）もの          ２６件     

さらに協議・検討が必要なもの               １件     

２ 入浴に関するもの                     ２２件 

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ９件 

 施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         ３件 

さらに協議・検討が必要なもの              １０件 

 

  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

７ 物品の貸与等及び自弁に関する意見   ４６件 

   在院者に貸与又は支給する物品（給与する食事を含む。）や，在院者が施設内で使用で

きる物品などに関する意見が多く見られた。 
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※ 意見の主な内容 

１ 物品の貸与・支給に関するもの               ３７件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １９件 

 施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         １件 

 さらに協議・検討が必要なもの              １７件 

２ 自弁の物品の使用に関するもの                ６件 

施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         １件 

 さらに協議・検討が必要なもの               ５件 

 

  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

８ 書籍等の閲覧に関する意見   ２０件 

   備付書籍の充実などに関する意見が多く見られた。 

 

※ 意見の主な内容 

１ 少年院の書籍等に関するもの                １３件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの          １２件 

 さらに協議・検討が必要なもの               １件 

２ 自弁の書籍等の閲覧に関するもの               ６件 

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ２件 

 さらに協議・検討が必要なもの               ４件 
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  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

 ９ 規律及び秩序の維持に関する意見   ９件 

  在院者に対する遵守事項の周知などに関する意見が多くみられた。 

 

※ 意見の主な内容 

遵守事項に関するもの                    ４件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ４件 

 

※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

 10 外部交通に関する意見   １５件 

  面会の機会の拡大などに関する意見が見られた。 

 

※ 意見の主な内容 

 面会に関するもの                     １１件     

    措置を講じた（又は講じる予定の）もの           ８件 

 施設限りで対応できず，本省に伝達したもの         ２件 

 さらに協議・検討が必要なもの               １件 
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  ※ 意見を受けて講じた措置などの内訳 

 

 11 その他  

   津波対策に関する意見などが見られた。 

 

（注）１ 講じた措置の内訳については，平成３０年度分までは翌年度の４月末日までに，

令和元年度分以降については翌年度の５月末日までに，各少年院から法務省本省に

報告されたものを集計したものであり，報告時以降の施設における検討により変更

されることもある。 

    ２ 「施設限りで対応できず，本省に伝達したもの」については，法務省本省におい

て予算要求の参考にするなどしている。 

３ 委員会の提出意見及び少年院の長が講じた措置などの内容は，別添資料「各少年

院視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表」を参照。 
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